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テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
の
試
験
導
入
と
地
域
警
察
官
の
装
備
資
機
材
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

本
職
は
、
「
女
性
警
察
官
の
受
傷
事
故
等
防
止
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
二
百
六
回
国
会
質
問
第
二
号
）
及
び

「
警
察
に
お
け
る
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
の
採
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
二
百
十
五
回
国
会
質
問
第
四
一
号
）
を
提
出
し
、
警

察
に
お
け
る
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
導
入
の
検
討
、
及
び
地
域
警
察
の
現
場
執
行
力
強
化
を
提
言
し
て
き
た
。 

 

一
般
に
対
象
者
の
制
圧
に
用
い
る
装
備
と
し
て
、
拳
銃
は
致
死
性
の
武
器
で
あ
る
の
に
対
し
、
圧
縮
窒
素
に
よ
っ
て
電
極
を

飛
ば
し
て
電
流
を
流
し
、
対
象
者
に
一
時
的
な
麻
痺
を
起
こ
さ
せ
る
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
は
低
致
死
性
の
装
備
で
あ
り
、
死
亡
事
例

は
極
め
て
少
な
く
、
米
国
、
英
国
等
、
各
国
の
法
執
行
機
関
で
採
用
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
導
入
は
必
要
な
最

小
の
限
度
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
手
段
を
用
い
る
べ
き
と
定
め
る
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六

号
）
、
警
察
官
が
相
手
に
向
け
て
拳
銃
を
撃
つ
と
き
は
、
相
手
以
外
の
者
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
、

事
態
の
急
迫
の
程
度
、
周
囲
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
必
要
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
警
察

官
等
拳
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
昭
和
三
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
趣
旨
に
も
沿
う
と
考
え
る
。 

 

近
年
、
凶
悪
事
件
や
テ
ロ
、
新
型
の
組
織
犯
罪
が
発
生
す
る
中
、
拳
銃
以
外
の
装
備
資
機
材
の
導
入
、
既
に
導
入
済
み
の
装

備
品
の
改
良
を
検
討
す
る
よ
う
求
め
る
世
論
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

地
域
警
察
官
が
使
用
す
る
新
た
な
装
備
資
機
材
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
職
務
執
行
に
当
た
る
都
道
府
県
警
察
の
意

見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
如
何
。 

二 

催
涙
ス
プ
レ
ー
は
、
拳
銃
と
比
べ
て
非
致
死
性
装
備
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
地
域
警
察
官
へ
の
催
涙
ス
プ
レ
ー
の
整
備
や

改
良
の
状
況
如
何
。 

三 

拳
銃
と
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
の
発
射
に
関
す
る
比
較
を
し
た
場
合
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

１ 

対
象
の
制
圧
に
用
い
る
武
器
と
し
て
致
死
性
が
低
い
の
は
ど
ち
ら
か
。 

 

２ 

対
象
以
外
の
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
い
わ
ゆ
る
「
流
れ
弾
」
の
危
険
性
が
低
い
の
は
ど
ち
ら
か
。 

 

３ 

致
死
性
及
び
い
わ
ゆ
る
「
流
れ
弾
」
の
リ
ス
ク
の
大
小
は
、
使
用
す
る
警
察
官
の
精
神
的
な
負
担
の
大
小
と
相
関
関
係

に
あ
る
と
考
え
る
。
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
を
導
入
し
た
場
合
、
警
察
官
が
感
じ
る
精
神
的
な
負
担
が
相
対
的
に
小
さ
い
の
は
ど

ち
ら
か
。 

四 

テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
を
導
入
し
た
場
合
、
対
象
の
制
圧
に
使
用
可
能
な
状
況
が
拳
銃
の
み
の
場
合
に
比
べ
て
広
が
る
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

五 

都
道
府
県
警
察
本
部
の
自
動
車
警
ら
隊
に
お
い
て
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
を
試
験
導
入
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如



 

３ 

 

何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


